
（様式２） 

 

地方自治法（昭和 22 年 4 月 17 日法律第 67 号）第 234 条第 2 項、地方自治法施行令（昭

和 22 年 5 月 3 日政令第 16 号）第 167 条の 2 第 1 項第 5 号及び横浜市契約事務委任規則第

4 条第 4 項第 2 号により次のとおり随意契約を締結したので、その概要を公表します。 

 

令和６年 10 月 22 日 

横浜市契約事務受任者 

こども青少年局長 福嶋 誠也 

 

１ 契約の概要 

  藤が丘もみじ保育センター給湯器交換修繕委託 

 

２ 履行（納品）場所 

青葉区藤が丘二丁目 30 番３号 

  （横浜市立藤が丘小学校１階 藤が丘もみじ保育センター） 

 

３ 契約日 

  令和６年 10 月１日 

 

４ 履行日又は履行期間 

令和６年 10 月４日 

 

５ 契約金額 

  286,000 円 

 

６ 契約の相手方（名称及び所在） 

日本給食設備株式会社 

  東京都調布市国領町４－９－４ 九曜国領駅前ビル３階 

 

７ 当該随意契約を行わざるを得なかった理由 

令和６年 10 月１日に当該施設の給湯器が故障した。給湯器が使用できないと、湯で

食具等を洗浄できず、安全な給食提供に支障が生じるため、速やかに給湯器を交換す

る必要があった。 

 

８ 契約の相手方の選定理由 

日頃当該園の厨房機器のメンテナンスを行っている事業者で、ガス給湯器の取扱い   

があり、ヒアリングの結果、早期に更新可能であると確認できたため。  

 

９ 所管課 

こども青少年局こども施設整備課 電話：045-671-4146 


